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立川市役所 〒190-8666 立川市泉町1156-9  電042（523）2111〔代表〕  f042（521）2653
電子申請は、「立川市電子申請ポータルサイト」で申請できます（右２次元コードからアクセス可）

　アプリのインストール方法や使い方などを、スタッフがサポートします。少
人数制なので安心です。お気軽にご参加ください。
対18歳以上の市民の方時・場下表のとおり。時間はいずれも午前9時30分～
午後4時30分（正午 ～午後1
時30分を除き30分ごとに開
催）定各回6人（申込順）持ス
マートフォン申電話か電子申
請で健康推進課地域支援係電
（527）3632へ

明星大学と包括連携協定を締結

監査委員を任命しました

市 政

市 政

　市は、3月26日に明星大学と包括連携協定を締結しました。
　この協定は、教育の振興、芸術、文化及びスポーツの振興、経済及び産業の
活性化など多岐にわたる分野で相互に連携・協力していくことを目的とし
て締結したものです。
　今後、それぞれの特色を生かしながら、地
域の活性化に関する取り組みを進めていき
ます。
問企画政策課・内線2687

　令和8年第1回市議会定例会で議会の同意を得て、市長は4月1日付で三
輪秀子氏を監査委員に任命しました。
問監査委員事務局・内線2779

障害のある方がいる家庭向け・
ひとり親家庭向けの
各種手当額が変更

産後ケアの利用条件を
緩和しました

くら
し・環境

子育
て・教育

　国の制度である5つの手当額が、4月分（5月期以降に振り込み）から下
表のとおり変更されます。

　4月1日から、産後ケアの利用条件を緩和し、利用登録方法も一部変更し
ました。くわしくは市ホームページをご覧ください。

利用条件緩和の内容
●これまでは「家族から支援を受けられない方」などの要件がありました
が、より多くのお母さんが利用できるように、これを緩和しました
●利用回数は宿泊型・日帰り型・訪問型の合計で年7回までのところ、多胎
児家庭は追加で訪問型を3回利用できるようになりました
●一度の電子申請で、宿泊型・日帰り型・訪問型の利用登録が同時にできる
ようになりました
申妊娠24週以降に電子申請で問子ども家庭センターこんにちは赤ちゃん
係・内線4722

問▷①～③＝障害福祉課・内線1510▷④⑤＝子ども政策課・内線1345

立川公園野球場の愛称は継続
市 政

　市は、令和5年から立川公園野球場にネーミングライツ制度を導入して
います。このたび、引き続き株式会社壽屋をスポンサーに決定し、3月23
日に協定を締結しました。
●施設の愛称　コトブキヤスタジアム（継続）
●事 業 者 名　株式会社壽屋
●契 約 金 額　年額300万円
●契 約 期 間　4月1日～令和11年3月31日
　　　　　　　（3年間）
問改革推進課・内線2701

　扶養手当

⑤児童扶養手当
　（全部支給）

37,830 円２級
46,690 円第１子 48,050 円
11,030 円第２子 11,350 円

38,930 円
④特別児童 56,800 円１級 58,450 円
③経過的福祉手当 16,100 円 16,560 円
②障害児福祉手当 16,100 円 16,560 円
①特別障害者手当

令和 7年度 令和 8年度
29,590 円 30,450 円

4月18日（土）
日 程

立川市役所
場 所

4月23日（木） 子育て支援・保健センター
4月24日（金） 女性総合センター

産後ケアとは　
　出産後にサポートが必要なお母さんが専門家からケアや育児の相
談を受けたり、心身の休息をとったりすることができる事業です。
下記の3種類のケアが受けられます（自己負担あり。施設によって利
用条件があります）。
● 宿泊型（産後4か月未満）
● 日帰り型（産後4か月未満）
● 訪問型（産後1年未満）

　歩いた歩数でたまったポイントで、ランチ券や地域の特産品など
の抽選会に参加できます。抽選会は来年2月ごろを予定しています。
1年かけてポイントをためて、豪華景品をゲットしましょう。
対18歳以上の市民の方定4,000人（申込順）
問たちかわ健康ポイントコールセンター電0570（035）033〔土・
日曜日、祝日、年末年始を除く、午前9時～午後5時〕

「アプリは難しくてわからない」という方へ
アプリ説明会を開催します

アプリを使って歩いてためよう

物価高対応子育て応援手当
申請が必要な方は4月30日（木）までに

　下記のいずれかに該当する方が受給するには、申請が必要です。まだ
の方は4月30日（木）までに申請してください。申請方法について、くわ
しくは市ホームページをご覧ください。
●公務員であり令和7年9月分（10月支給分）の児童手当を職場で受給し
ている方
●公務員であり令和7年9月1日〜令和8年3月31日に出生した児童にか
かる児童手当を受給している方
●離婚（離婚調停中等も含む）により令和7年9月1日〜
令和8年3月31日に新たに児童手当の認定を受けた方
問子ども政策課手当・医療費給付係・内線1344




